
 

 犯罪被害者等支援広報啓発強化期間 

～　知ってほしい、犯罪被害者のこと　～ 

令和７年１１月１日(土)から１２月１日(月)まで 
 

◎ご存じですか？ 

　犯罪被害にあわれた方は直接の被害だけではなく生活に困った
り、こころにダメージを負ったり様々なお困りごとを抱え、周囲
のサポートを必要としています。 

◎まずは知ってみませんか 

　犯罪被害はいつ誰の身に降りかかるか分かりません。 

　あなたや大切な人が被害にあうかもしれません。 

　「私には関係がない」そう思わずに、目を向けてみませんか。 

　下記のポータルサイトや相談電話をご活用下さい。 

 
 


